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株主の皆さまへ

代表取締役社長
中島 瑞木

皆さまには、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。
当社は「もっと、面白く」というビジョンの実現を目指し、自社運営のオリ

ジナルIPを軸に、モバイルオンラインゲームと、その周辺事業の拡大に取り組
んでおります。
2023年1月期は、運営中ゲームの伸び悩みと、新作ゲームのサービス終了

判断により、前期比で減収となりました。利益につきましても、新規開発・新
規事業への先行投資を中心としたコストの増加により、減益着地となっており
ます。
2024年1月期のゲーム運営に関しましては、作品を愛してくださるお客様

に喜んでいただくことを念頭に、「ユーザー様ファースト」の視点に立ち返り、
IPとしての信頼獲得に注力してまいります。
メディア事業に関しましては、グッズ販売事業に加え、リアルイベントなど

「体験」を重視した新たな事業を確立していく予定です。また、現在目覚まし
い実用化が進んでいるAI領域にも、エンタメという観点から、積極的な参入を
行いたく考えております。
2023年1月期の業績を真摯に受け止めたうえで、今後も事業成長に尽力し

てまいりますので、より一層のご指導・ご支援を賜りますよう、心よりお願い
申し上げます。
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証券コード4175
2023年４月11日

（電子提供措置の開始日 2023年４月４日）
株 主 各 位

東 京 都 港 区 赤 坂 ４ － ２ － ６
住 友 不 動 産 新 赤 坂 ビ ル ５ 階

株 式 会 社 c o l y
代表取締役社長 中 島 瑞 木

第９期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第９期定時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第９期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト（https://colyinc.com/ir/meeting/）

上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東証上場会社情報サービス
（https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show）
上記のウェブサイトにアクセスして、当社名または証券コードを入力・検索し、「基本情報」

「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。
なお、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、本株主総会につきましては、当日のご来場

を極力お控えくださいますようお願い申しあげます。
敬 具

記
1． 日 時 2023年４月27日（木曜日）午前10時（受付開始 午前９時30分）
2． 場 所 東京都千代田区神田美土代町７ 住友不動産神田ビル２階

ベルサール神田イベントホール
3． 目的事項
報告事項 第９期（2022年２月１日から2023年１月31日まで）事業報告及び計算

書類報告の件
以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、同封の出席票を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきま
す。
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インターネットによるライブ配信のご案内
当日、株主総会の模様をインターネットによりライブ配信いたします。
また、当日の審議の際にご質問又はご意見を承ることはできませんのでご注意ください。
①当社の指定する下記ウェブサイトにアクセスしてください。
配信日時 2023年４月27日（木曜日）午前10時00分より
配信URL https://4175.ksoukai.jp

②ID及びパスワードを入力する画面が表示されますので、以下のID及びパスワードをご入力くだ
さい。
ID 株主番号（お手元の出席票をご確認ください。）

パスワード 郵便番号（株主名簿に登録された株主様の７桁の郵便番号）
③通知事項をご確認の上、「参加を申し込む」ボタンをクリックし、ご視聴ください。
④ご視聴にあたってのご注意事項
●ご使用のインターネット接続環境及び回線の状況等により、ご視聴いただけない場合があります。
●当社は、株主総会のライブ配信の実施にあたり、合理的な範囲で通信障害等への対策を行いますが、
仮にこのような通信障害等が生じた場合であっても、一切の責任を負いかねますので、あらかじめご
了承ください。

●ご視聴いただく場合の通信料金等は株主様のご負担となります。
●撮影、録画、録音、保存はご遠慮ください。
●ID及びパスワードの第三者への提供は固くお断りいたします。
●ご出席される株主様のプライバシーに配慮し、配信の映像は議長席及び役員席のみとさせていただき
ます。

●システム障害等の不測の事態や何らかの事情への対応等、株主総会のライブ配信の運営に変更が生じ
る場合には、当社ウェブサイト（https://colyinc.com/ir/meeting/）にてお知らせいたしますので、
適宜ご確認ください。

⑤ライブ配信に関するお問い合わせ先
●ご不明な点がございましたら、下記の窓口にお問い合わせください。
ライブ配信の視聴について
株式会社ブイキューブ 受付日時：４月27日（株主総会当日）
03-4266-8843 午前９時～株主総会終了まで
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１．会社の現況に関する事項
（1）事業の経過及び成果

当事業年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が引き続きみられる中、ワクチン接
種の普及や各種政策の効果により段階的に経済活動が再開に向かいましたが、物価上昇や為替相場の変動に
より、依然として先行きは不透明な状況が続いております。
当社が主に事業を展開するモバイルオンラインゲーム市場は、2012年より市場が拡大し、2023年には前

年比102.5％の１兆3,390億円まで拡大が見込まれており（注1）、また、2022年のグッズの推定市場規模
は1兆5,300億円となるなど（注2）、モバイルオンラインゲーム市場・コンテンツ市場ともに底堅く推移す
ると想定しております。
このような経営環境のもと、当社はモバイルオンラインゲームに関しては、新作ゲームタイトル『&0』

のリリース、運営中の各ゲーム作品の各種施策の実施、また、新規ゲームタイトル開発を複数同時に進行で
きる体制の構築に取り組みました。また、MD（マーチャンダイジング）に関しては、2022年４月に当社
初となる常設店舗「coly more! 池袋PARCO店」の開店、リアルイベントの実施などに取り組みました。
しかしながら、運営中ゲームの売上の伸び悩みと、新作ゲームのサービス終了を判断したことにより前期比
で売上が減少しました。また、新規施策・新規事業への先行投資をすすめたことにより、販売費及び一般管
理費のうち主として人件費及び研究開発費等が増加いたしました。それに加えて特別損失に投資有価証券評
価損68,526千円等を計上しております。
その結果、当事業年度の業績は、売上高5,537,488千円（前期比15.1％減）、営業損失207,318千円（前

事業年度は営業利益1,498,599千円）、経常損失206,946千円（前事業年度は経常利益1,466,101千円）、
当期純損失は320,780千円（前事業年度は当期純利益964,093千円）となりました。

（注1）出典：『ファミ通ゲーム白書2022』株式会社角川アスキー総合研究所、国内オンラインプラットフ
ォームゲームコンテンツ市場規模推移「ゲームアプリ（スマートデバイス＋SNS）」
（注2）出典：株式会社キャラクター・データバンク『Chara Biz Data 2022㉑』「キャラクター商品の小
売市場規模の推移」
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売上高

5,537,488千円 （前期比 15.1 ％減）

経常損失 ー

206,946千円 （前期比 ー ％）

当期純損失 ー

320,780千円 （前期比 ー ％）

自己資本比率

前期末 89.2％ 当期末 91.1％

（2）設備投資の状況
当事業年度において特筆すべき事項はありません。

（3）資金調達の状況
当事業年度において特筆すべき事項はありません。

（4）対処すべき課題
当社が対処すべき主要な課題は、以下の通りと認識しております。

① ターゲット層の拡大
当社は「ユーザー様ファースト」を徹底した魅力的なコンテンツを継続して提供し、ターゲット層を拡大

することが重要な課題であり、事業の安定的な成長につながると考えております。モバイルオンラインゲー
ムの企画、開発及び運営により培ったノウハウを活用し、クオリティの高い自社作品を創出するとともに、
他社との協業により新規作品を拡充することで安定的なポートフォリオの構築に努めます。

② ユーザー獲得の強化
当社は、提供するコンテンツのユーザー数の増加がコンテンツ自体の長期運営及び更なる業績拡大のため

の重要な課題であると考えております。今後ユーザー獲得のため、SNS等の新規広告媒体やメディア媒体へ
の露出強化に加え、アニメ化・舞台化・コミカライズなどを通じたメディアミックスの積極的な展開により、
ユーザー獲得の強化を図ってまいります。

③ 適正な配信プラットフォームの選択
当社は、コンテンツをターゲット層に届けるためのプラットフォームを適正に選択することが、事業の安
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定的な成長につながると考えております。昨今、モバイル業界では、端末、OS、プラットフォーム、課金シ
ステム等の分野で多数の事業者が世界規模の競争を行っており、著しい環境変化を引き起こしております。
これに伴い、ターゲット層のメディア利用状況も刻々と変化しています。当社は、ターゲット層のメディア
利用状況について日々情報収集を行うことで、その変化に的確に対応し、ビジネス効率を最大化すべく、適
正な配信プラットフォームの選択に努めてまいります。

④ システム技術・インフラの強化
当社は、システム開発及びサーバー構築・保守にあたって、他社のサーバー等に関するサービスを機動的

に利用しながら行っております。当社のコンテンツは、スマートフォン等のモバイル端末を通じたインター
ネット上で提供していることから、システムの安定的な稼働及びモバイル端末の技術革新への対応が重要な
課題と考えております。これに対して、当社はサーバー等のシステムインフラについて、継続的な基盤強化
を進めるとともに、システム開発につきましても、開発プログラムのユニット化や標準化を進めることで生
産性を向上させ、技術革新にも迅速に対応できる体制作りに努めてまいります。

⑤ コンテンツ事業における領域拡大
当社は、更なる事業拡大のため、コンテンツ事業における収益源の多様化が重要な課題と考えております。

そのため、当社がこれまで培ってきたノウハウを活かしつつ、専門企業との連携も含めて、当社コンテンツ
とシナジーのあるアニメーション・出版物の制作や舞台・イベントの実施、飲食事業、グッズの販売等の展
開をしてまいります。

⑥ 優秀な人材の確保と組織体制の強化
当社は、今後の成長のために、優秀な人材の確保及び当社の成長フェーズに沿った組織体制の強化が不可

欠であると認識しております。人材の確保については福利厚生の充実、人事評価制度の整備等に努めており
ます。 また、組織体制につきましては、個々のチーム・従業員が最大限のパフォーマンスを出せるよう計数
指標管理に基づいた組織マネジメントを図るとともに、事業環境に適応した組織体制・内部管理体制の強化
を実施してまいります。
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1,276.63

177.89

6,519,896

1,466,101 964,093

■ 売上高（千円） ■ 経常利益（千円） （千円）

■

■

■

当期純利益

1株当たり当期純利益（円） ■ 総資産（千円） ■ 純資産（千円） 1株当たり純資産額（円）

第9期
（当期）

第7期第6期 第8期

第9期
（当期）

第7期第6期 第8期

第9期
（当期）

第7期第6期 第8期

第9期
（当期）

第7期第6期 第8期

第9期
（当期）

第9期
（当期）

第7期

第7期

第6期

第6期

第8期

第8期

1,092,870

3,522,839

2,144,136

7,760,225
6,918,716

739,266

3,359,421

43.22

273,611

1,404,870

476.47

194,494

164.28

2,071,0546,331,634

312.19

5,537,488

7,243,907
6,597,864

1,199.00

△320,780△206,946

△58.29

（5）財産及び損益の状況の推移

区分 第６期
2020年１月期

第７期
2021年１月期

第８期
2022年１月期

第９期
2023年１月期

売上高 （千円） 3,359,421 6,331,634 6,519,896 5,537,488
経常利益又は経常損失
（△） （千円） 273,611 2,071,054 1,466,101 △206,946
当期純利益又は当期純損
失（△） （千円） 194,494 1,404,870 964,093 △320,780
１株当たり当期純利益又
は１株当たり当期純損失
（△）

（円） 43.22 312.19 177.89 △58.29

総資産 （千円） 1,092,870 3,522,839 7,760,225 7,243,907
純資産 （千円） 739,266 2,144,136 6,918,716 6,597,864
１株当たり純資産額 （円） 164.28 476.47 1,276.63 1,199.00
（注）当社は、2020年９月３日付で普通株式１株につき普通株式30,000株の割合で株式分割を行っておりま

す。また、2020年12月16日付で普通株式１株につき普通株式1.5株の割合で株式分割を行っております。
これらの株式分割が2020年１月期の期首に行われたと仮定して、１株当たり純資産額、１株当たり当期
純利益を算定しております。
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（6）重要な親会社及び子会社の状況
当社の親会社は株式会社South airであり、同社は当社の株式を2,780千株（出資比率50.52％）保有して

います。当社と親会社との間に重要な取引及び契約はありません。

（7）主要な事業内容（2023年１月31日現在）
コンテンツ事業

① モバイルオンラインゲーム開発・運営
② MD（マーチャンダイジング）

当社が開発したモバイルオンラインゲームに登場するキャラクター商品の企画・販売を行うグッズ販売
及び、自社IP（注）の利用許諾によりライセンス料を受領するライセンス事業

（注）Intellectual Property（知的財産）の略。ゲーム業界では、ゲームの版権（著作権）を指します。

（8）主要な事業所（2023年１月31日現在）
本社 東京都港区

（9）従業員の状況
従業員数（名） 前期末比増減（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数
330（105） ＋74 30歳10か月 ２年９か月

(注) 従業員数は正社員の人員数を記載し、（）内に契約社員・アルバイト等の年間平均人員数を外数で記載し
ております。また前期末比増減には正社員の人員数の増減数を記載しております。平均年齢及び平均勤
続年数は、正社員のみで算定しております。

（10）主要な借入先（2023年１月31日現在）
該当事項はありません。
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証券会社
2.74％

個人・その他
41.77％

金融機関
2.33％

その他国内法人
51.48％

外国人
1.68％

所有者別株式分布状況
２．会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 18,000,000株

（2）発行済株式の総数 5,502,900株
(うち自己株式80株)

（3）株主数 3,108名

（4）大株主

株主名 持株数（千株） 持株比率（％）

株式会社South air 2,780 50.52

中島 瑞木 400 7.27

中島 杏奈 400 7.27

佐々木 大地 397 7.23

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 114 2.08

永井 詳二 56 1.03

楽天証券株式会社 53 0.97

GMOクリック証券株式会社 37 0.67

諸留 正人 20 0.36

中村 明弘 20 0.36

（注）持株比率は、自己株式（80株）を控除して計算しております。

（5）その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。
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３．会社の新株予約権等に関する事項
（1）当事業年度末日における新株予約権の状況

該当事項はありません。

（2）当事業年度中に交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

（3）その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。

４．会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の氏名等（2023年１月31日現在）

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長 中島 瑞木
代表取締役副社長 中島 杏奈
取締役 佐々木 大地 執行役員 開発推進担当
取締役 秋山 裕俊
常勤監査役 早川 治彦

監査役 中川 直政 日比谷パーク法律事務所 パートナー
森トラストリート投資法人 監督役員

監査役 須黒 統貴
（注）１．取締役秋山裕俊氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．常勤監査役早川治彦氏、監査役中川直政氏、監査役須黒統貴氏は、会社法第２条第16号に定める社外
監査役であります。

３．当社は、株式会社東京証券取引所に対し、秋山裕俊氏、早川治彦氏、中川直政氏、須黒統貴氏の４名
を独立役員として届け出ております。

４．監査役中川直政氏は弁護士資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を備えております。
監査役須黒統貴氏は公認会計士及び税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見
を備えております。

（2）責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款において、会

社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任の限度額を法令で定める額とする
責任限定契約を締結することができる旨を定めており、現在当社の社外取締役及び各社外監査役との間で当
該責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限
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度額としております。

（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保

険者が負担することになる職務の執行に関する責任、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって
生ずることのある損害を当該保険契約により補填することとしております。当該役員等賠償責任保険契約の
被保険者は当社の取締役及び監査役であり、その保険料を全額当社が負担しております。

（4）取締役及び監査役の報酬等
①役員報酬等の内容の決定に係る方針
決定方針の決定方法
当社は以下の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針に関して、取締役会において決議をし

て決定しております。

１．基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値向上に対する貢献意欲を高めることを目的とし、適正な水準の固定報酬

としての基本報酬を支払うことを基本方針とする。

２．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬を与える時期又は条件の決定に
関する方針を含む。）
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、

従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

３．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受ける

ものとする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外取締役の意見を
得るものとする。

②当事業年度に係る報酬等の総額

区分 支給人数
(名)

報酬等の種類別の額（千円） 計(千円)基本報酬 業績連動報酬 非金銭報酬
取締役(うち社外取締役) ４(１) 64,200(1,200) ー ー 64,200(1,200)
監査役(うち社外監査役) ３(３) 6,900(6,900) ー ー 6,900(6,900)

計(うち社外役員) 7(４) 71,100(8,100) ー ー 71,100(8,100)
（注）１．取締役の報酬限度額は、2019年４月26日開催の第５期定時株主総会において年額160百万円以

内（うち社外取締役20百万円以内）と決議いただいております。当該株主総会終結時点での取締
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役の員数は５名（うち社外取締役は１名）です。
２．監査役の報酬限度額は、2018年４月26日開催の第４期定時株主総会において年額10百万円以内

と決議いただいております。当該株主総会終結時点での監査役の員数は２名です。
３．当社取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長中島瑞木がその

具体的な内容について委任を受け決定しております。委任した理由は、当社業績を勘案しつつ、
各取締役の担当について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。な
お、取締役会は当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、社外取締役の意見を得る
こととしております。また、監査役の報酬については、監査役の協議によって決定しておりま
す。

４．当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきまし
ては、2022年４月27日開催の取締役会において取締役の報酬額を決定しております。なお、当
事業年度においては、委任された代表取締役社長が上記の決定方針に基づいて決定した取締役の
個人別の報酬について、社外取締役の同意を得ていることから、取締役会は取締役の個人別の報
酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

（5）社外役員に関する事項
① 会社役員等の重要な兼職の状況
「４．会社役員に関する事項（1）取締役及び監査役の氏名等」に記載の通りであります。なお、当社との
間に特記すべき関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況
氏名 地位 取締役会等への出席状況 主な活動状況

秋山 裕俊 社外取締役 取締役会 20回中20回
取締役会において、コンサルティングファームにお
ける豊富な経験及び幅広い知見に基づき経営全般に
おける有用な指摘や意見を述べております。

早川 治彦 常勤
社外監査役

取締役会 20回中20回
監査役会 13回中13回

取締役会及び監査役会において、経営者としての豊
富な経験に基づき経営全般に関わる事項や、内部統
制に関わる事項等、多角的見地から有用な指摘や意
見を述べております。

中川 直政 社外監査役 取締役会 20回中20回
監査役会 13回中13回

取締役会及び監査役会において、弁護士として培わ
れた専門的な知識・経験に基づき特に法令面、コン
プライアンス面での有用な指摘や意見を述べており
ます。

須黒 統貴 社外監査役 取締役会 20回中20回
監査役会 13回中13回

取締役会及び監査役会において、公認会計士・税理
士としての専門的知識と経験から特に会計及び財務
及び内部統制に関する有用な指摘や意見を述べてお
ります。
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５．会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額

26,000千円
② 当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

26,000千円
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監

査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当該事業年度に
係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、報酬の見積もりの算定根拠等の妥当
性を総合的に勘案し相当と判断したため、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の
同意を行っております。

（3）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、上場会社の監査実績、会計監査人の規模、品質管理体制及び独立性等を総合的に勘案し、監

査の実効性を確保できるか否かを検討した上で、会計監査人を選定する方針としております。
また監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主

総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意

に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集され
る株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

６．会社の体制及び方針
（1）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制等の概要

当社は、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンス
体制の強化を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な経営課題と
位置づけております。下記の内部統制システム整備に関する基本方針について、取締役会において決議して
おります。
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① 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（ａ）「取締役会規程」をはじめ社内諸規程の制定、適正な運用とともに、必要に応じて発展的に改正等を行

う。
（ｂ）「リスク・コンプライアンス規程」に基づき、マニュアル等の策定、教育・研修を開催し、コンプライ

アンスの周知徹底と意識の維持・向上を図る。
（ｃ）「内部監査規程」に基づき内部監査を実施する。内部監査担当及び代表取締役社長は必要に応じて、監

査法人及び監査役会と連携し、情報交換等を行い、効率的な内部監査を実施する。
（ｄ）取締役及び使用人が法令もしくは定款に抵触する行為が認められたとき、それを告発しても、当該人

が不利益な扱いを受けない旨の「内部通報規程」の運用を行う。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、職務執行に関わる文書（電磁的記録を含む）の保存及び管理の取扱いについては、「文書管理規

程」に基づき必要に応じて適時見直し整備、作成、保管及び廃棄等の取扱いを明確にするとともに、次のよ
うに定めております。
（ａ）取締役会議事録、株主総会議事録、社内規程、各種契約書などの重要な文書及び情報は、電磁的記録

媒体等へ記録し、「文書管理規程」の定めに従い、法令の保存期間に準じて定められた期間、適正に保
存及び管理する。

（ｂ）文書管理主管部門は管理本部とし、取締役及び監査役の閲覧請求に対して常に閲覧に供するものとす
る。

③ 損失の危険に関する規程その他の体制
（ａ）取締役がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、これに従いリスク管理に係る「リスク・コン

プライアンス規程」に基づき、内容・性質に応じて最も相応しい主管部門及び関連部門を定め、管理
体制を構築する。

（ｂ）リスク・コンプライアンス委員会において、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の
強化を図る。

（ｃ）危機発生時には、緊急事態対応体制をとり、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適
切かつ迅速な対応を行い、損害の拡大防止を最小限にとどめる。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の効率的な職務執行体制を確保するために、次のように定めております。

（ａ）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、原則として毎月１回の定例取締役会を
開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な意思決定を確保する。

（ｂ）取締役は「取締役会規程」の定めに従い、取締役会において、職務執行状況を報告する。
（ｃ）取締役の効率的な職務執行のため、「職務分掌規程」及び「職務権限規程」を定め、組織の職務及び権

限、責任を明確にする。
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⑤ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその
使用人の取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は、監査役と協議の上、

必要に応じて使用人を監査役付きとして指名し、職務に専念させることとしております。
（ａ）監査役の職務を補助すべき使用人は、必要に応じてその人員を配置する。
（ｂ）監査役が指定する補助期間中、当該使用人の指揮権は監査役に委譲されたものとし、取締役及び他の

者の指揮命令は受けず遂行し、取締役からの独立性を確保する。
（ｃ）当該使用人の人事異動及び人事考課については、監査役の同意を得るものとする。

⑥ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
取締役又は使用人は、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項、内部監査の実施

状況、重大な社内通報制度等に基づき、監査役に報告する体制を整備しております。
（ａ）監査役は取締役会の他、重要な会議に出席し、取締役及び使用人から職務執行状況の報告を求めるこ

とができる。また、会議に付議されない重要な報告書類等について閲覧し、必要に応じ内容の説明を
求めることができる。

（ｂ）取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に損害を与えるおそれのある事実を発見した場合は、
「内部通報規程」に基づき速やかに監査役に報告する。

（ｃ）取締役及び使用人は、監査役から業務執行に関する事項の理由を求められた場合には、速やかに報告
する。

⑦ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（ａ）代表取締役社長、監査法人、内部監査室等は、監査役会又は監査役の求めに応じて、それぞれ定期的

及び随時に監査役と意見交換を実施することにより連携を図るものとする。
（ｂ）監査役は業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて、弁護士、公認会計士、その他専門家を

自らの判断で起用することができるものとする。
（ｃ）監査役が職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、監査役の職務の執行に必要

でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

⑧ 財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するため、代表取締役社長の指示の下、財務報告に係る内部統制システムの整備

及び運用を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、その適合性を確保しております。

⑨ 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
（ａ）反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方

イ．当社の行動規範、社内規程等に明文の根拠を設け、代表取締役社長以下全員が反社会的勢力の排除
に取り組む。
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ロ．反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切関係を持たない。また、反社会的勢力による不当要求は、
一切を拒絶する。

（ｂ）反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況
イ．当社は「反社会的勢力対応規程」において明文化し、反社会的勢力排除のための体制構築に取り組

み、当社全役職員の行動指針とする。
ロ．取引先等について、反社会的勢力との関係に関して１年に１回以上の確認を行い、「取引先チェック

シート」として、管理本部にて厳重に保管管理する。
ハ．反社会的勢力の該当の有無の確認のため、外部関係機関から得た反社会的勢力情報の収集に取り組

む。
ニ．反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から警察、全国暴力追放運動推進センター、弁護士等の

外部専門機関と、より密接な連携関係の構築を行う。

（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
業務の適正を確保するための体制の運用状況については下記の通りとなっております。

① 取締役会の職務執行
当社の取締役会は取締役４名で構成されており、うち１名が社外取締役となっております。取締役会は、

原則月１回の定例取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を
行える体制としております。取締役会では、法令、定款で定められた事項及び取締役会規程に基づき、経営
に関する重要事項を決定するとともに各取締役の業務進捗報告等を行っております。
また、取締役会の議案については事前に全取締役・監査役に連絡し、議事の充実に努めております。
なお、取締役会には、全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっておりま

す。

② 監査役会の監査
当社の監査役会は、常勤監査役１名、非常勤監査役２名の合計３名の社外監査役で構成されております。

監査役会は原則月１回の定例監査役会を開催する他、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、
監査実施状況等の情報共有を図っております。
また、取締役会等の重要な会議への出席、実地監査を行う他、効率的な監査を実施するため、適宜、内部

監査担当者及び監査法人等と積極的な連携、意見交換を行っております。

③ コンプライアンス体制の強化・推進
リスク・コンプライアンス委員会は、「リスク・コンプライアンス規程」に基づき構成しており、当社の代

表取締役社長が委員長を務め、委員長及び委員長指名の委員が出席のもと、原則として四半期に１回開催し
ております。基本方針、計画及び体制の策定、関係規則、マニュアル等の策定等について協議し、コンプラ
イアンス体制の充実に向けた意見の交換を行っております。
また、リスク・コンプライアンス委員会において、リスクマネジメント活動全般を適宜確認し、対応方針
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及び対応策の検討・策定を行い、リスク対応主管部門と連携し、対応を実施しております。

④ 内部監査室の監査
当社は、代表取締役社長直轄の部署として内部監査室を設置し、内部監査担当者１名が監査計画に基づき

監査を実施しております。内部監査は各部門に対して原則として年１回以上の監査計画を組み、内部監査結
果について代表取締役社長への適宜報告及び監査役会との連携を行っております。

（3）株式会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。

（4）剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要課題の一つとして位置づけておりますが、財務体質の強化

と事業拡大のための内部留保の充実等を図り、運転資金もしくは設備投資に充当することで更なる事業拡大
をすることが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。
そのため、創業以来配当は実施しておらず、今後においても当面の間は内部留保の充実を図る方針であり

ます。
将来的には、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び企業を取り巻く事業

環境を勘案した上で、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針でありますが、現時点にお
いて配当実施の可能性及びその実施時期については未定であります。
なお、剰余金の配当を行う場合、年１回の剰余金の配当を期末に行うことを基本としており、その他年１

回中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
配当の決定機関は、期末配当は株主総会、中間配当は取締役会であります。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）本事業報告中の記載金額・株数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表（2023年１月31日現在）
（単位：千円）

科目 金額
（資 産 の 部）
流 動 資 産 7,043,109
現 金 及 び 預 金 6,097,511

売 掛 金 492,791

商 品 114,370

貯 蔵 品 219

前 渡 金 8,875

前 払 費 用 55,584

そ の 他 273,756

固 定 資 産 200,798
有 形 固 定 資 産 40,647
建 物 24,590

工 具、 器 具 及 び 備 品 15,067

そ の 他 990

無 形 固 定 資 産 6,215
ソ フ ト ウ エ ア 6,215

投 資 そ の 他 の 資 産 153,934
投 資 有 価 証 券 1,853

関 係 会 社 株 式 100

敷 金 151,981

資産合計 7,243,907

科目 金額
（負 債 の 部）
流 動 負 債 646,042
買 掛 金 93,942

未 払 金 137,536

未 払 費 用 182,210

未 払 法 人 税 等 5,737

契 約 負 債 187,933

預 り 金 16,631

賞 与 引 当 金 22,049

負債合計 646,042
（純 資 産 の 部）
株 主 資 本 6,597,864
資 本 金 1,910,309
資 本 剰 余 金 1,905,309
資 本 準 備 金 1,905,309

利 益 剰 余 金 2,782,449
そ の 他 利 益 剰 余 金 2,782,449

繰 越 利 益 剰 余 金 2,782,449

自 己 株 式 △203

純資産合計 6,597,864
負債・純資産合計 7,243,907
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損益計算書（2022年２月１日から2023年１月31日まで）
（単位：千円）

科目 金額

売上高 5,537,488

売上原価 3,398,286

売上総利益 2,139,202

販売費及び一般管理費 2,346,521

営業損失 207,318
営業外収益

受取利息 68

為替差益 73

その他 249 391

営業外費用

支払利息 12

その他 6 19

経常損失 206,946

特別損失

減損損失 12,367

投資有価証券評価損 68,526 80,893

税引前当期純損失 287,840

法人税、住民税及び事業税 2,847

法人税等調整額 30,093 32,940

当期純損失 320,780
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株主資本等変動計算書（2022年２月１日から2023年１月31日まで）
（単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金
合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金
当期首残高 1,910,309 1,905,309 1,905,309 3,103,230 3,103,230
会計方針の変更による
累積的影響額 －
会計方針の変更を反映
した当期首残高 1,910,309 1,905,309 1,905,309 3,103,230 3,103,230

当期変動額
当期純損失 － △320,780 △320,780
自己株式の取得 － －

当期変動額合計 － － － △320,780 △320,780
当期末残高 1,910,309 1,905,309 1,905,309 2,782,449 2,782,449

株主資本

純資産合計
自己株式 株主資本合計

当期首残高 △133 6,918,716 6,918,716
会計方針の変更による
累積的影響額 － －
会計方針の変更を反映
した当期首残高 △133 6,918,716 6,918,716

当期変動額
当期純損失 △320,780 △320,780
自己株式の取得 △70 △70 △70

当期変動額合計 △70 △320,851 △320,851
当期末残高 △203 6,597,864 6,597,864
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個別注記表
１．重要な会計方針
（1）資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品 ……… 移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく

簿価切り下げの方法）
貯蔵品 ……… 先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく

簿価切り下げの方法）

（2）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 ……… 定率法を採用しております。

ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 ８～15年
工具、器具及び備品 ４年
無形固定資産 ……… 定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間（５年）に基づいております。

（3）重要な引当金の計上基準
① 貸 倒 引 当 金 ……………… 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権について貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回
収不能見込額を計上することとしております。
なお、当期においては、貸倒実績はなく、また貸倒懸念債権等もない
ため、貸倒引当金を計上しておりません。

② 賞 与 引 当 金 ……………… 従業員賞与の支払いに備えるため、支給見込額に基づき計上しており
ます。

（4）収益及び費用の計上基準
顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足す

る通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。なお、取引の対価は履行義務を充
足してから１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。

モバイルオンラインゲーム
モバイルオンラインゲームにおける主な履行義務は、ユーザーがゲーム内通貨を使用し購入するアイテム
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等を利用できる環境を維持することであり、当該履行義務はユーザーによるアイテムの使用に基づき充足さ
れるため、その見積り期間に基づき収益を認識しております。

MD（マーチャンダイジング）
MDにおける主な売上は当社が開発したモバイルオンラインゲームに登場するキャラクターを使用したグ

ッズの販売であります。グッズ販売における主な履行義務は、商品を顧客に引き渡すことであり、当該履行
義務は商品を顧客に引渡した時点で履行義務が充足されるため、当該時点で収益を認識しております。

（5）外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。

２．会計方針の変更に関する注記
（1）収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又
はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、モバイ
ルオンラインゲームの収益認識については、従来はユーザーがゲーム内有償通貨を使用しアイテムを購入し
た時点で収益を認識しておりましたが、ユーザーがゲーム内アイテムを購入した時点以降のアイテム使用期
間を見積り、当該見積り期間に応じて収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従

っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の
期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、前事業年度の貸借対照表において「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契

約負債」に含めて表示しております。
この結果、当事業年度の損益及び利益剰余金期首残高に与える影響は軽微であります。

（2）時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と

いう。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企
業会計基準第10号 2019年７月４日)第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が
定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
これによる計算書類に与える影響はありません。
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３．会計上の見積りに関する注記
棚卸資産の評価
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

商品 114,370千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法

棚卸資産の貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定しており、具体的に
は、営業循環過程から外れた商品に対して、販売見込期間までの間で、主に過去の販売実績及び販売見込
額に基づいて決定した規則的な簿価切り下げの方法によって、収益性の低下を反映しております。

② 主要な仮定
棚卸資産の評価における主要な仮定は、商品の販売見込期間及び販売見込額であります。

③ 翌事業年度の計算書類に与える影響
商品の販売見込期間及び販売見込額は、経営者の判断及び見積りの不確実性を伴うものであり、見積り

の前提や仮定に変更が生じた場合には、棚卸資産の評価の判断に重要な影響を与える可能性があります。

４．貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 19,938千円

（2）関係会社に対する金銭債権又は債務
① 短期金銭債権 220千円
② 短期金銭債務 5,170千円

５．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引による取引高
① 売上原価 18,812千円
② 販売費及び一般管理費 12,187千円

減損損失
当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
当該店舗に係る当事業年度および翌事業年度以降の営業活動に係る将来キャッシュ・フローを慎重に検討

した結果、当該店舗に係る固定資産の帳簿価額を減損損失として特別損失に計上したものであります。
用途 場所 種類 減損損失

店舗用設備 東京都 建物 8,495 千円
工具、器具及び備品 1,887

その他 1,984
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６．株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当事業年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 5,502,900株

（2）当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
普通株式 80株

（3）配当に関する事項
該当事項はありません。

７．税効果会計関係に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産

税務上の繰越欠損金 31,049 千円
未払事業所税 1,756
賞与引当金 6,751
商品評価損 29,471
ソフトウエア 17,162
減価償却超過額 7,470
減損損失 3,786
投資有価証券評価損 20,982
その他 2,807

繰延税金資産小計 121,239
税務上の繰越欠損金に係る評価
性引当額 △31,049

将来減算一時差異等の合計に係
る評価性引当額 △86,423

繰延税金資産 3,766

繰延税金負債
未収事業税 3,766

繰延税金負債合計 3,766

繰延税金資産の純額 ー
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８．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取り組み方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については金融機関からの借入を基

本としております。また、デリバティブ取引や投機的な取引は行わない方針であります。今後、リスク
を回避するためにデリバティブ取引を行う必要が生じた場合は、規程等の整備を行った上で実行する方
針であります。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
敷金は、事務所等の賃貸借契約に伴うものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金及び未払金等は、全て１年以内の支払期日であります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
ａ）信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
また、敷金は、本社事務所の賃貸借契約に伴うものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
当該リスクに関しては、当社では、新規取引先等について与信調査を行い、定期的なモニタリングを行
うとともに、取引相手ごとに期日管理及び残高管理を行うことでリスクの低減を図っております。

ｂ）資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、管理本部が月次に資金繰状況を管理するとともに、手元流動性を一定水準以上維持すること

により、流動性リスクを管理しております。

（2）金融商品の時価等に関する事項
2023年１月31日（当期の決算日）における金融商品の貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について

は、次の通りであります。なお、市場価格のない株式等（貸借対照表計上額1,953千円）は下表には含めてお
りません。また、「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「未払金」「未払費用」「未払法人税等」については、現
金であること、又は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略して
おります。

（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額

敷金 151,981 145,252 △6,729
資産計 151,981 145,252 △6,729
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（3）金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに

分類しております。
レベル１の時価 …… 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価 …… 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価

の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価 …… 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
該当事項はありません。

② 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

区分
時価（千円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計

敷金 － 145,252 － 145,252
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
敷金
敷金の時価は、返還時期を見積ったうえで、その将来キャッシュ・フローと国債の利回り等適切な使

用を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

９．収益認識に関する注記

（1）収益の分解情報
モバイルオンラインゲーム 4,089,503千円
MD（マーチャンダイジング） 1,447,985
顧客との契約から生じる収益 5,537,488

（2）収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「１．重要な会計方針 (4)収益及び費用の計上基準」に記載のとお

りであります。
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（3）当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）
当事業年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 430,433

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 492,791

契約負債（期首残高） 387,087

契約負債（期末残高） 187,933
契約負債は主に、ゲーム内有償通貨に係る顧客からの前受金等であります。
当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、387,087千円で

あります。

② 残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格については、個別の契約が１年を超える重要な取引がないため、実務

上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。

10．関連当事者との取引に関する注記
該当事項はありません。

11．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 1,199円00銭
１株当たり当期純損失 58円29銭

12．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
２０２３年３月２８日

株式会社coly
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 善 方 正 義
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 井 澤 依 子

監査意見
当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社colyの２０２２年２月１日から２

０２３年１月３１日までの第９期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開

示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用に
おける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ

の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他

の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ

とにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な

虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書にお
いて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適
切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として
存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等
が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した

内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し

たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減する
ためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書
監査報告書

当監査役会は、2022年２月１日から2023年１月31日までの第９期事業年度の取締役の職務の執行に関
して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いた
します。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告

を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、電話
回線又はインターネット等を経由した手段も活用しながら、取締役、内部監査室その他の使用人等と意
思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査
いたしました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他株式会社及びその子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会
社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決
議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及
び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会
計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号
に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整
備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
なお、監査上の主要な検討事項については、EY新日本有限責任監査法人と協議を行うとともに、その
監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ
ムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年３月28日

株式会社coly 監査役会
常勤監査役（社外監査役） 早 川 治 彦 ㊞
社外監査役 中 川 直 政 ㊞
社外監査役 須 黒 統 貴 ㊞

以 上
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見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図
住友不動産神田ビル２階 ベルサール神田イベントホール
東京都千代田区神田美土代町７会場

※会場には、本総会専用の駐車場の用意はございませんので、ご了承ください。

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

ＪＲをご利用の場合

地下鉄をご利用の場合
交通機関

小 川 町 駅 Ｂ６出口より 徒歩約 ２ 分（都営新宿線）
新御茶ノ水駅 Ｂ６出口より 徒歩約 ２ 分（千代田線）
淡 路 町 駅 Ａ６出口より 徒歩約 ３ 分（丸ノ内線）
神 田 駅 ４出口より 徒歩約10分（銀 座 線）
ＪＲ神田駅 北口より 徒歩約10分

ＱＲコード

Google マップ™
 へリンク

スマートフォン等でＱＲコードを読み取ってい
ただくとオンライン地図が表示されます。
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